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一 

 



 

一
に
つ
い
て 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
た
廃
棄
物
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
」
と
い
う
。
） 

 
 

 
 

の
保
管
状
況
に
関
し
て
は
、
厚
生
省
に
お
い
て
、
昭
和
六
十
一
年
度
と
平
成
四
年
度
の
二
回
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
昭
和
六

十
一
年
度
に
は
、
各
都
道
府
県
及
び
保
健
所
を
設
置
す
る
市
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
を
通
じ
て
、
廃
棄
物
と 

 
 

さ
れ
た
感
圧
複
写
紙
の
う
ち
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
使
用
し
た
も
の
（
以
下
「
廃
感
圧
複
写
紙
」
と
い
う
。
）
の
保
管
状
況
に
関
す
る
調 

 

査
を
行
い
、
ま
た
平
成
四
年
度
に
は
、
都
道
府
県
等
を
通
じ
て
、
廃
棄
物
と
さ
れ
た
高
圧
ト
ラ
ン
ス
の
う
ち
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
使
用

し
た
も
の
（
以
下
「
廃
高
圧
ト
ラ
ン
ス
」
と
い
う
。
）
、
廃
棄
物
と
さ
れ
た
高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
ー
の
う
ち
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
使
用
し 

 
 

た
も
の
（
以
下
「
廃
高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
ー
」
と
い
う
。
）
、
廃
感
圧
複
写
紙
並
び
に
廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
含
む
廃
油 

 
 

（
以
下
「
廃
高
圧
ト
ラ
ン
ス
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
保
管
状
況
に
関
す
る
調
査
（
以
下
「
都
道
府
県
調
査
」
と
い
う
。
） 

 
 

 

を
行
う
と
と
も
に
、
財
団
法
人
電
気
絶
縁
物
処
理
協
会
が
管
理
す
る
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
電
器
台
帳
」
の
登
録
の
対
象
で
な
い
た

め
都
道
府
県
調
査
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
各
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
、
日
本
電
信
電
話
株 

衆
議
院
議
員
大
野
由
利
子
君
提
出
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
電
気
機
器
の
保
管
状
況
並
び
に
汚
染
防
止
対
策
の
早
急
な
実
施 

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

平
成
四
年
度
の
都
道
府
県
調
査
及
び
厚
生
省
調
査
の
結
果
、
廃
高
圧
ト
ラ
ン
ス
及
び
廃
高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
ー
に
つ
い
て 

は
、
調
査
に
回
答
し
た
二
万
八
百
二
十
七
事
業
所
に
お
い
て
十
万
六
千
九
百
九
十
八
台
が
、
廃
感
圧
複
写
紙
に
つ
い
て
は
、

五
百
五
十
一
事
業
所
に
お
い
て
七
百
六
十
八
ト
ン
が
、
廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
含
む
廃
油
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
回
答
し

た
百
五
十
二
事
業
所
に
お
い
て
五
千
三
百
三
十
四
ト
ン
が
、
そ
れ
ぞ
れ
全
国
で
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
判
明
し
た
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
廃
高
圧
ト
ラ
ン
ス
等
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
量
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
廃
高
圧
ト
ラ
ン
ス
等
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
量
が
不
明

で
あ
る
た
め
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

厚
生
省
と
し
て
は
、
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
廃
高
圧
ト
ラ
ン
ス
等
の
全
国
の
保
管
状
況
に
つ
い

て
、
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
個
別
の
事
業
所
名
等
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物

は
適
正
に
保
管
す
れ
ば
生
活
環
境
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
所
名
等
の
公
表
に
よ
り
個
々

の
事
業
者
の
活
動
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
表
は
差
し
控
え
た
い
。 

式
会
社
、
電
力
会
社
各
社
並
び
に
防
衛
庁
（
以
下
「
大
量
保
管
者
」
と
い
う
。
）
の
保
管
す
る
廃
高
圧
ト
ラ
ン
ス
及
び
廃
高 

 
 

圧
コ
ン
デ
ン
サ
ー
の
保
管
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
（
以
下
「
厚
生
省
調
査
」
と
い
う
。
）
を
直
接
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
平
成
五
年
度
以
降
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
保
管
状
況
に
関
す
る
調
査
は
実
施
し
て
お
ら
ず
、
現
在
の
保
管
状
況
に 

四 

 



 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

ま
た
、
お
尋
ね
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
が
不
明
で
あ
る
か
又
は
紛
失
し
た
事
業
所
数
及
び
個
数
等
は
、
平
成
四
年
度
の
都
道
府

県
調
査
及
び
厚
生
省
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
廃
高
圧
ト
ラ
ン
ス
及
び
廃
高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
ー
に
つ
い
て
は
四
千
七
十
六
事

業
所
に
お
い
て
六
千
四
百
七
十
四
台
、
廃
感
圧
複
写
紙
に
つ
い
て
は
二
百
三
事
業
所
に
お
い
て
三
十
四
ト
ン
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
廃
棄
物
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
量
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
廃
棄
物
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
量
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
把
握
し
て
い
な 

お
尋
ね
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
保
管
し
て
い
た
事
業
所
で
倒
産
し
た
か
又
は
不
明
に
な
っ
た
も
の
の
数
に
つ
い
て
は
、
都
道

府
県
調
査
及
び
厚
生
省
調
査
に
お
い
て
調
査
対
象
と
し
て
お
ら
ず
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

御
指
摘
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
保
管
し
て
い
る
事
業
所
名
等
の
公
表
及
び
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基 

 
 

づ
き
自
ら
の
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
個
々
の
事
業
者
が
、
そ
の
判
断
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
考

え
て
い
る
。 

つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

五 

 



 

四
に
つ
い
て 

次
に
、
御
指
摘
の
追
跡
調
査
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
度
に
、
都
道
府
県
等
を
通
じ
て
、
都
道
府
県
調
査
に
お
い
て
不
明

又
は
紛
失
と
報
告
の
あ
っ
た
事
業
所
を
対
象
と
し
て
、
不
明
又
は
紛
失
の
理
由
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
た
。
こ
の
調
査
に

お
い
て
不
明
又
は
紛
失
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
の
改
築
若
し
く
は
移
転
等
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
売
却
若
し
く
は
業

者
に
よ
る
引
取
り
等
の
際
に
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
使
用
し
た
製
品
で
は
な
い
と
誤
認
さ
れ
た
こ
と
、
機
器
交
換
時
に
紛
失
し
た
こ
と
等

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
成
五
年
度
以
降
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
保
管
状
況
に
関
す
る
調
査
は
実
施
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
後
現
在
ま
で
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
保
管
し
て
い
た
事
業
所
で
倒
産
し
た
か
又
は
不
明
に
な
っ
た
事
業
所
数
及
び
不
明

に
な
っ
た
か
又
は
紛
失
し
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
個
数
等
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

な
お
、
厚
生
省
に
お
い
て
、
平
成
四
年
度
の
都
道
府
県
調
査
及
び
厚
生
省
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
適

正
な
保
管
に
つ
い
て
、
大
量
保
管
者
を
含
め
た
事
業
者
に
対
す
る
指
導
を
徹
底
す
る
よ
う
、
平
成
五
年
度
以
降
、
都
道
府
県

等
に
対
し
て
指
示
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

い
。 厚

生
省
に
お
い
て
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
基
づ
く
救
助
が 

六 

 



 

五
に
つ
い
て 

六
及
び
七
に
つ
い
て 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
保
管
状
況
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
度
に
厚
生
省
に
お
い
て
調
査
を
実
施
す
る
予
定
と
し
て
い
る
。
そ

の
調
査
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
な
る
事
業
所
数
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
四
年
度
の
調
査
と
同
様
に
、
都
道

府
県
等
又
は
厚
生
省
か
ら
調
査
表
を
事
業
所
に
送
付
す
る
方
法
を
基
本
と
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
が
、
回
答
が
得
ら
れ
な

い
事
業
所
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
御
指
摘
の
よ
う
に
担
当
職
員
が
直
接
当
該
事
業
所
を
訪
問
す
る
等
の
方
法
に
よ

り
再
度
調
査
を
行
う
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。 

行
わ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
廃
高
圧
ト
ラ
ン
ス
及
び
廃
高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
ー
を
保
管
し
て
い
る
事
業
所
に
対
し
、

平
成
七
年
五
月
ま
で
の
間
に
、
そ
の
保
管
状
況
を
調
査
し
た
結
果
、
一
事
業
所
に
お
い
て
一
台
の
廃
高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
ー
が

紛
失
し
た
と
報
告
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
廃
高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
ー
に
含
ま
れ
て
い
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
量
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て

い
な
い
。 

ま
た
、
お
尋
ね
の
阪
神.
淡
路
大
震
災
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
保
管
し
て
い
た
事
業
所
の
火
災
や
倒
壊
等
の
被
害
に 

つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

七 

 



 

八
に
つ
い
て 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処
理
は
、
自
ら
の
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
個
々
の
事
業
者
の
責
務
で
あ 

り
、
廃
棄
物
処
理
法
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
者
が
自
ら
又
は
他
人
に
委
託
し
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
政

府
と
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
御
指
摘
の
化
学
的
処
理
技
術
に
関
す
る
情
報
を
事
業
者
等
に
提
供
す
る
等
の
技
術
的
支
援
、

税
制
上
の
措
置
等
の
施
策
を
講
じ
、
御
指
摘
の
中
小
事
業
所
を
含
め
事
業
者
に
お
け
る
適
正
な
処
理
の
推
進
を
図
っ
て
ま
い

り
た
い
。 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
と
総
称
さ
れ
る
化
学
物
質
に
は
二
百
九
種
類
の
異
性
体
が
あ
る
が
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ

Ｏ
）
等
に
お
い
て
毒
性
等
価
係
数
（
二
・
三
・
七
・
八
―
Ｔ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
（
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
ベ
ン
ゾ
ジ
オ
キ
シ
ン
）
の
毒
性
の

強
さ
を
一
と
し
て
、
他
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
似
化
合
物
の
個
々
の
異
性
体
の
毒
性
の
強
さ
を
表
し
た

換
算
係
数
）
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
実
際
に
使
用
さ
れ
又
は
廃
棄
物
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｃ

Ｂ
は
多
数
の
異
性
体
の
混
合
物
で
あ
り
、
そ
の
組
成
比
が
一
定
で
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
一
グ
ラ
ム
の
毒
性
を

二
・
三
・
七
・
八
―
Ｔ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
の
毒
性
に
換
算
し
た
値
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
御
指
摘
の
昭
和
四
十
九
年
時
点
で
保
管
さ
れ
て
い
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
及
び
不
明
で
あ
る
こ
と
又
は
紛
失
し 

八 

 



 

 

九 

た
こ
と
が
判
明
し
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
毒
性
を
二
・
三
・
七
・
八
―
Ｔ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
の
毒
性
に
換
算
し
た
値
を
示
す
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。 


